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船舶事故調査報告書 

 

                              令和２年６月２４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

委   員  田 村 兼 吉 

委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 火災 

発生日時 令和元年６月１８日 １５時５０分ごろ 

発生場所 青森県東 通
ひがしどおり

村石持
いしもち

漁港 

 関根浜港西防波堤Ｉ灯台から真方位１１５°２.６海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯４１°２１.１′ 東経１４１°１７.７′） 

事故の概要 漁船ゆみ丸は、係留中、船尾側のバッテリ収納箱から火災が発生

し、付近に係留中の漁船第二十五栄
えい

宝
ほう

丸及び漁船第二十八栄
えい

宝
ほう

丸に延

焼した。 

ゆみ丸は、船体の水面下部を残して上甲板等に焼損を、第二十五栄

宝丸及び第二十八栄宝丸は、上甲板等に焼損を生じた。 

事故調査の経過 令和元年６月１９日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 ゆみ丸、１.５トン 

   ＡＭ３－５０７８６（漁船登録番号）、個人所有 

   ６.２７ｍ（Lr）×２.２５ｍ×１.００ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、漁船法馬力数３０、平成１０年５月２日 

Ｂ 漁船 第二十五栄宝丸、４.３トン 

   ＡＭ３－３４６８１（漁船登録番号）、個人所有 

   １１.９２ｍ（Lr）×２.９０ｍ×０.７７ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、２８２kＷ（動力漁船登録票による）、平成 

元年９月１５日 

Ｃ 漁船 第二十八栄宝丸、１.５トン 

   ＡＭ３－３５６５７（漁船登録番号）、個人所有 

   ９.４５ｍ（Lr）×２.３３ｍ×０.５１ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、８０kＷ（動力漁船登録票による）、平成３年 

１２月１日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６２歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許 登録 日 平成５年９月６日 

    免許証交付日 平成３０年３月１９日 

           （令和５年９月５日まで有効） 



- 2 - 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ船 上甲板等に焼損（全損） 

Ｂ船 上甲板等に焼損（全損） 

Ｃ船 上甲板等に焼損（全損） 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過 Ａ船は、令和元年６月初旬、船長Ａが、病院で手術を受けることに

なり、長期の入院になると思い、船尾部甲板上に設けられたバッテリ

収納箱の中に備えた１２Ｖ電源のバッテリ（以下「本件バッテリ」と

いう。）のプラス（＋）、マイナス（－）端子、それぞれに接続されて

いた配線ターミナルのうち、片方の配線ターミナルを外し、外した配

線ターミナルと端子が接触しないよう、端子部分に樹脂を被
かぶ

せ、外し

た配線ターミナルを本件バッテリ上部に置き、石持漁港に無人で係留

していた。（写真１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

船長Ａは、退院した後、１８日１５時ごろ、Ａ船に赴き、救命胴衣

及び釣り具等を入れる物入れに救命胴衣を格納して帰宅した。 

石持漁港の東方約２Ｍの位置にある野牛
の う し

漁港に所在する漁業協同組

合の職員は、１６時０５分ごろ、釣り人から、石持漁港内で船が燃え

ているとの通報を受け、地元の消防団員に確認を依頼するとともに、

‘石持漁港に所在する漁業協同組合’（以下「本件漁協」という。）に

連絡した。 

地元の消防団員は、石持漁港に向かい、Ａ船から炎が上がっている

のを確認し、地元消防署に駆け付け、通報した。 

船長Ａは、本件漁協の組合員より連絡を受けた家族から、Ａ船で火

災が発生している旨の連絡を受け、Ａ船の係留地に向かった。 

本件漁協の担当者は、Ｂ船の所有者にＢ船の船尾方に係留中のＡ船

で火災が発生している旨を連絡した。 

船長Ａ及びＢ船の所有者の家族は、本件漁協からの連絡を受けて係

留場所に到着し、Ａ船の船尾部から炎が上がっているのを認めた。 

Ａ船は、その後、船尾係留ロープが燃えて切れ、風によって船尾が

振られ始め、船首係留ロープの緊張によって弧を描くように船首尾が

反転し、Ａ船の南側に船首を南方に向けた並列状態で係留していたＢ

船及びＣ船の船尾にＡ船の船尾が接触する状況となり、Ｂ船及びＣ船

写真１ バッテリターミナル（配線ターミナル） 

配線ケーブル 

バッテリ端子 

バッテリターミナル 

（至 船外機） 
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の船尾に延焼し始めた。（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消防署は、消防車等約２０台でＡ船、Ｂ船及びＣ船の消火作業を行

い、１６時５４分ごろ鎮圧し、１７時２７分ごろ鎮火が確認された。 

 Ａ船、Ｂ船及びＣ船は、後日、解体処分された。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項 

 

本件バッテリは、バッテリ収納箱の中に、＋端子が船尾側に、及び

－端子が船首側に金属等で固定されない状態で置かれ、滑り止めとし

てバッテリ収納箱の底にタオルが敷かれていた。 

Ａ船の燃料タンクは、右舷船尾側に設置され、本事故時、ガソリン

約３０ℓが残っていた。 

船長Ａは、ふだん、左舷船尾側及び操縦スタンド付近の物入れに、

救命胴衣及び釣り具等を入れていた。（図２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

船長Ａは、ふだん、バッテリを充電するとき、予備バッテリと交換

して自宅に持ち帰って充電しており、本事故以前の直近では、令和元

年５月に充電して使用を開始した後、６月初旬までの使用期間中に異

常を感じることはなかった。 

Ａ船は、船首付近を除く上甲板及び船外機が焼損し、特に船尾部上

甲板付近の焼損が最も激しく、Ｂ船は後部上甲板、Ｃ船は船首付近を

除く上甲板及び船外機が焼損していた。 

本件バッテリは、本事故後、焼け焦げた樹脂が被さった片方の端子

が熔けずに残っていたが、もう片方の端子は熔けて原形が分からなく

なっており、＋と－の端子の判別が困難な状態であった。 

図１ Ａ船、Ｂ船及びＣ船の延焼状況 

図２ 本件バッテリ配置状況 

燃料タンク（ガソリン約３０ℓ） 

物入れ（救命胴衣、釣り具等） 

・ ・ ＋ － 

本件バッテリ 腰掛け兼物入れ箱（救命胴衣、釣り具等） 

船外機 

操縦スタンド 
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本事故後、本件バッテリをバッテリの製造会社担当者に送り、極性

の確認を求めた結果、樹脂を被せていた端子が＋端子であることが判

明し、船長Ａが本件バッテリから外した配線ターミナル（以下「本件

配線ターミナル」という。）は、＋端子から外されたものであった。

（図３参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

船長Ａは、６月初旬、本件バッテリから外した本件配線ターミナル

が、－端子側の配線ターミナルだと思った。 

（写真２ Ａ船 船首方、写真３  Ａ船 船尾方、写真４  Ｂ船 船首

方、写真５  Ｂ船 船尾方、写真６  Ｃ船 船首方、写真７  Ｃ船 

船尾方、写真８  本件バッテリ（上部）、写真９  本件バッテリ

（＋端子）、写真１０  本件バッテリ（－端子）  参照） 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

あり 

Ａ船は、石持漁港の岸壁に係留中、本件配線ターミナルが＋端子に

近づいたことから、電気火花が生じて樹脂及び配線ケーブルの被覆材

に引火し、炎が付近の可燃物へ燃え移った後、係留ロープが燃えて切

れ、風に流されて付近係留中のＢ船及びＣ船に接触し、Ｂ船及びＣ船

の延焼に至ったものと考えられる。 

Ａ船は、船長Ａが、救命胴衣を格納した際、船体の動揺により本件

配線ターミナルが＋端子に近づいた可能性があると考えられる。 

原因 本事故は、Ａ船が、石持漁港の岸壁に係留中、船長Ａが救命胴衣を

格納した際、船体の動揺により本件配線ターミナルが＋端子に近づい

たため、電気火花が生じて樹脂及び配線ケーブルの被覆材に引火し、

炎が付近の可燃物へ燃え移った後、係留ロープが燃えて切れ、風に流

されて付近係留中のＢ船及びＣ船に接触し、Ｂ船及びＣ船の延焼に至

ったものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・バッテリの－端子の径は、＋端子の径より小さいことを理解した

図３ 本件バッテリ端子径寸法状況 

本事故後 本件バッテリ端子径寸法測定 

ａ：１４.６ｍｍ 

ｂ：測定できず（端子熔解） 

バッテリ端子 
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うえで、止むを得ず一つの端子側の配線ターミナルを外して長期

間係留する場合、－端子側を外し、ターミナルが動かないよう固

縛すること。 

・長期間係留する場合、船からバッテリ本体を取り外すことが望ま

しい。 

・船外機とバッテリ間の電気配線に、配線用遮断器を設置すること

が望ましい。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

関根浜港 

むつ市 

東通村 石持納屋 
石持漁港 
× 

× 

× 

野牛漁港 

石持漁港 

事故発生場所 

（令和元年６月１８日 １５時５０分ごろ発生） 

Ａ
船 

Ｂ
船 

Ｃ
船 

風向 

関根浜港西防波堤Ｉ灯台 

青森県 
下北半島 
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写真４ Ｂ船 船首方 

写真３ Ａ船 船尾方 写真２ Ａ船 船首方 

写真５ Ｂ船 船尾方 

写真６ Ｃ船 船首方 写真７ Ｃ船 船尾方 

写真１０ 本件バッテリ（－端子） 

写真９ 本件バッテリ（＋端子） 

写真８ 本件バッテリ（上部） 


